
２平成 29 年 8 月 1 日　広報ふっさ　No.980042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

防
災
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線
の
放
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【七夕まつり期間中の時間外開庁についてのお知らせ】８月５日㈯は七夕まつり期間中のため、閉庁します。【問合せ】企画調整課企画調整担当☎ 551・

1528

「
市
長
へ
の
手
紙
」
を
お
寄
せ

く
だ
さ
い

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
市
政

に
反
映
さ
せ
て
い
く
た
め
の
ご

意
見
、
ご
提
言
を
指
定
の
は
が

き
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
か
ら

お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見

等
は
、
個
人
が
特
定
で
き
な
い

よ
う
に
編
集
し
た
う
え
で
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
指
定
用
紙
設
置
場
所
】
市
役

所
、
扶
桑
会
館
、
か
え
で
会

館
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
体
育
館
、
市
民
会
館
、

公
民
館
、
図
書
館
、
児
童
館
、

子
ど
も
応
援
館
、
福
東
会
館

【
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
送
る

場
合
】
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
市
へ
の
ご
意
見
箱
」
か
ら
お

送
り
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
秘
書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
９

平成 28 年度情報公開制度
　　　 ・個人情報保護制度運用状況
▼情報公開制度
　情報公開制度とは、市民の皆さんが必要とする市

政に関する情報を請求する権利を保障し、市民の皆

さんからの請求に応じて市政に関する情報を市が公

開する義務を負うことにより、市民の皆さんが市政

へ積極的な参加をし、公正で開かれた民主的な市政

を推進していくことを目的とした制度です。

　この制度は、市が保有している情報が対象となり、

公開することを原則としますが、個人のプライバシー

に関する情報など公開できないものもあります。

・市政情報の公開請求などの状況
　平成 28 年度の市政情報の公開請求などの状況は、

表１のとおりです。

・情報公開審査会
　この審査会は、市政情報の非公開などの決定に対す

る不服の申立てを審査し、情報公開制度の運営につい

て審議します。平成28年度は、1回開催されました。

▼個人情報保護制度
　個人情報保護制度とは、自己の情報に限り、開示・

訂正・利用停止を請求する権利を保障し、収集の制

限、適正な管理、利用・提供の制限といった個人情

報の取扱いに関する一定のルールを定め、個人のプ

ライバシーを保護する制度です。

・保有個人情報の開示請求などの状況
　平成 28 年度の個人情報の開示請求などの状況は、

表２のとおりです。なお、訂正請求および利用停止

請求はありませんでした。

・保有個人情報取扱事務の届出状況
　実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監

査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および

議会）は、市民の個人情報を取り扱う事務を開始し、

変更し、または廃止しようとするときは、市長に届け出

て、これを公示することが義務付けられています。平

成28年度の届出状況は、表３のとおりです。

・目的外利用と外部提供の届出状況
　市民の個人情報は、収集の目的の範囲内で利用す

ることを基本としていますので、市の内部でほかの目

的に利用（目的外利用）したり、市以外のものに提

供（外部提供）したりすることは、原則として禁止さ

れています。しかし、①法令などに定めがある場合 

②あらかじめ本人の同意を得ている場合③緊急かつや

むを得ない理由がある場合④実施機関が事務を進め

ていくうえで公益上やむを得ないと認められる場合で

個人情報保護審議会の同意を得たとき、のいずれかに

該当する場合には、例外として目的外利用、外部提供

をすることができます。平成 28 年度の目的外利用・

外部提供の届出状況は表３のとおりです。

・個人情報保護審議会
　この審議会は、個人情報保護制度の運営について

審議し、自己情報の非開示・非訂正・非利用停止な

どの決定に対する不服の申立てを審査します。

　平成 28 年度は、6回開催されました。

▼制度を利用するには
・請求の方法
市政情報の公開・自己情報の開示などの請求や相談

…市役所第一棟５階「情報公開・個人情報保護コー

ナー（総務課）」にお越しください（電話などでは

請求できません。請求書等については市ホームペー

ジからダウンロードすることもできます）。

※市政情報の請求は、インターネット（東京電子自

治体共同運営協議会の電子申請サービス）を利用し

ても行えます。自己情報の開示などの請求について

は、本人であることを証明する書類（運転免許証、

健康保険証など）を、訂正の請求の場合は、訂正請

求の内容が事実と合っていることを証明する書類も

提示してください。

・公開などの決定
市政情報の公開・自己情報の開示…請求があった日

の翌日から 14 日以内に公開・開示するかどうかを

決定し、お知らせします（公開・開示できない場合は、

その理由をお知らせします）。

自己情報の訂正…必要な調査を行い、請求があった

日の翌日から 30 日以内に訂正するかどうかを決定

し、お知らせします（訂正しない場合は、その理由

をお知らせします）。   

・公開などの方法
市政情報の公開・自己情報の開示…お知らせした日

時に原本の閲覧または写しの交付により行います

（公開・開示する情報によって、原本の写しを閲覧

していただく場合があります）。

※自己情報の開示に当たっては、本人であることを

証明する書類（運転免許証、健康保険証など）が必

要です。

・費用
市政情報や自己情報の閲覧…無料

写しの交付や郵送…その作成などに係る費用

◆住民票の写しの請求など、別に法令などで手続き

が定められているものについては、この制度は適用

されません。

◆詳しくは市ホームページをご覧ください（制度の

概要、運用状況、関係条文、請求書等を掲載してい

ます）。

◆庁舎１階に「情報コーナー」があります。市政情

報について自由に見ることができ、コピー（有料）

もできますのでご利用ください。

【問合せ】 総務課法制係☎ 551・1536

〈表１〉市政情報の公開請求などの状況
（　）内は平成 27 年度の件数

区分 請求
件数

決定内訳 不服
申立て全部公開 一部公開 非公開

公開請求 18（35） 13（24） 4（11） 1（0） 0（2）

任意的公開
申出※ 3（２） 3（1） ０（０） 0（1）

合計 21（37） 16（25） 4（11） 1（1） 0（2）

※任意的公開申出とは、市民の方など公開請求をすること
ができる方以外の方からの請求です。

〈表２〉個人情報の開示請求などの状況
（　）内は平成 27 年度の件数

請求件数
決定内訳

不服申立て
全部開示 一部開示 非開示

13（1） 9（0） 2（１） 2（0） 1（０）

〈表３〉保有個人情報取扱事務、保有個人情報目的外利用及
び保有個人情報外部提供の届出状況
（　）内は平成 27 年度の件数

　　　　　区分　
実施機関

保有個人情報
取扱事務件数

保有個人情報 
目的外利用件数

保有個人情報
外部提供件数

市長 373（370） 176（168） 53（51）

教育委員会　 111（104） 12（11） ７（７）

選挙管理委員会 7（８） ７（７） ２（２）

監査委員 ２（２） ２（２） ０（０）

農業委員会 ２（２） ２（２） ０（０）

固定資産評価審査
委員会 １（１） ０（０） ０（０）

議会 ３（３） ０（０） ０（０）

合計　 499（490） 199（190） 62（60）

「
は
た
ら
く
消
防
の
写
生
会
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優
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展
示

　

東
京
消
防
庁
で
は
、
一
人

で
も
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に

消
防
の
仕
事
を
理
解
し
、
防

火
防
災
の
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を
育
て
て
も
ら

う
た
め
、
毎
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た
ら
く

消
防
の
写
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を
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

福
生
市
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も
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ち
が
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い
た
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秀
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を
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し
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
驚
き
や
そ
の

と
き
に
感
じ
取
っ
た
こ
と
が
ク

「
消
防
ふ
れ
あ
い
広
場
」
を
開

設
し
ま
す
！

　

福
生
消
防
署
で
は
、
福
生
七

夕
ま
つ
り
に
伴
い
、
次
の
と
お

り
「
消
防
ふ
れ
あ
い
広
場
」
を

開
設
し
ま
す
。
皆
さ
ん
ぜ
ひ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
８
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５
日
㈯
午
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１

時
30
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～
６
時

【
場
所
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生
消
防
署
（
福
生

市
福
生
１
０
７
２
）

【
内
容
】
地
震
体
験
、
防
火
衣
・

ミ
ニ
防
火
衣
の
試
着
、
ミ
ニ

カ
ー
乗
車
、
初
期
消
火
訓
練
な

ど【
問
合
せ
】
福
生
消
防
署
予
防

課
☎
552
・

０
１
１
９

レ
ヨ
ン
の
線
や
絵
の
具
の
色
に

表
現
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
期
間
】
８
月
10
日
㈭
～
16
日

㈬
※
展
示
時
間
は
、
店
舗
の
営

業
時
間
に
準
じ
ま
す
。

【
場
所
】
西
友
福
生
店
４
階
フ

ロ
ア
（
仮
囲
い
部
分
）（
福
生

市
東
町
５
―
１
）
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消
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署
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防

課
☎
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・

０
１
１
９

　一生に一度しかない成人式を自分たちの手で

作りませんか？　記念冊子の編集や式典当日の

司会、式典終了後の催し物の企画等を行う実行委

員（新成人）を募集します。まずは説明会にぜひ

ご出席ください。※申込み不要

【説明会日時】
〈第 1回〉8 月 19 日㈯午前 10 時 30 分～

〈第 2回〉8 月 23 日㈬午後 6時～

※説明会は 1 時間程度です。2 回とも同じ内容で

す。どちらか都合のつく日にご出席ください。

【場所】市役所第一棟 2階第 2会議室

▼平成 30 年成人式の日時等について
【日時】平成 30 年 1 月 8 日㈷午後 0 時 30 分受付

開始

〈式典〉午後 1 時～ 1時 45 分

〈成人のつどい〉午後 1時 45 分～ 3時

【場所】市民会館大ホール（もくせいホール）

【対象】平成 9年 4月 2日～ 10 年 4 月 1 日に出生

した市内在住の方

【問合せ】生涯学習推進課地域教育支援係☎ 551・

1958

福
生
市
メ
デ
ィ
ア
ラ
ボ
を
ご
覧

く
だ
さ
い

　

福
生
市
メ
デ
ィ
ア
ラ
ボ
は
、

市
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
市
の
魅

力
を
紹
介
す
る
作
品
を
市
職
員

自
ら
撮
影
・

編
集
し
、
動
画
と

し
て
配
信
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
で
す
。

　

動
画
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

ま
た
は
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
な
ど

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
後
も
注
目
の
ト
ピ
ッ
ク
や

楽
し
い
イ
ベ
ン
ト
を
紹
介
し
て

い
き
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

【
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合
せ
】
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書
広
報
課
広
報

広
聴
係
☎
551
・

１
５
２
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　成人式実行委員募集！


